
 
 

 
平成３１年１月現在 

当金庫のローン商品の概要 
                           
１．商品名 事業者カードローン 

※奈良県信用保証協会 保証 

 

 

２．ご利用 
  いただける方 

・当金庫の営業区域内において事業を営む当金庫の会員である個人及び法人で、奈良県

信用保証協会の保証を受けることのできる中小事業者の方。 
（１）無担保保証の場合（信用保証協会に対して） 

原則として近隣で事業を営み、業歴３年以上で下記要件をいずれか１つを備えてお

り、返済能力のある方。 
①直近２期利益計上し、今期も利益計上の見込みの方。 
②直近決算で利益計上し債務超過でなく、店舗・住宅・工場等のいずれか自己所有の

方。 
③当金庫とのお借入れでの取引が２年以上で債務超過でなく、店舗・住宅・工場等の

いずれか自己所有の方。 
（２）有担保保証の場合（信用保証協会に対して） 

業歴３年以上で下記要件のいずれか１つを備えており、返済能力のある方。 
①当金庫とのお借入れでの取引が１年以上ある方。 
②直近２期のうち１期利益計上している方。 
③今期利益計上見込みで債務超過でない方。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．お使いみち ・事業資金に限ります。  
４．ご融資限度額 （１）無担保の場合 

 １００万円以上５００万円以下（５０万円単位）（当座貸越契約となります。） 
（２）有担保の場合 
 １００万円以上１,０００万円以下（５０万円単位）（当座貸越契約となります。） 
・ご融資金額は、設定された上記ご融資限度額内で、当金庫が発行した事業者カードロー

ンカードを使用して、当金庫本支店および提携先金融機関のＡＴＭを利用して、随時に

お借り入れできます。 

 
 
 
 
 
 
 

５．ご融資期間 ・契約期間は２年となります。 
 なお、契約期間は、申請によりさらに２年間の更新ができます。 

 

６．ご融資利率 ・変動金利型の取扱いとなります。 
・融資利率は、当金庫の定める新やましん長期貸出金利を基準とします。 
 また、ご融資後、市場金利および当金庫の調達コスト等の変動に伴い基準金利（新や

ましん長期貸出金利）が変更した場合、その変動幅と同幅変動し、基準利率の変更日

以降最初に到来する１０日より適用いたします。 
※金利につきましては窓口でお問い合わせ下さい。 

 
 
 
 
 

７．利息の計算方法 ・付利単位は１円とし、約定返済日に、前月の１０日（初回は、最初のお借入れの発生

日）から当月の９日までの間の毎日の最終お借入れの残高に対し、所定のご融資利率

を乗じて算出したお利息を、後取り方式にてご返済のご指定口座より自動的に引き落

としさせていただきます。 
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８．ご返済方法 ・毎月１０日にご融資限度額に応じて下記の毎月の返済金額と前１ヵ月分のお利息との

合計額をご指定の返済の預金口座より自動引き落としさせていただきます。 
 

 

 
 ご融資限度額 毎月の返済金額   

   ２００万円以下  ３０,０００円   

   ４００万円以下  ６０,０００円   

   ６００万円以下  ９０,０００円   

   ８００万円以下 １２０,０００円   

 １,０００万円以下 １５０,０００円   

・上記の定例返済のほかに、随時に窓口及びＡＴＭでご返済できます。  
９．担 保 ・奈良県信用保証協会が必要に応じて、不動産・有価証券等の担保をいただくことがあ

ります。 
 

10．保証人 ・奈良県信用保証協会の保証をご利用いただきます。 
（１）無担保の場合 
  法人の場合…法人代表者および保証能力を有する方１名が必要です。 
  個人の場合…保証能力を有する方、もしくは法定相続人または事業継承予定者１名

が必要です。 
（２）有担保の場合 
 法人の場合…法人代表者および担保提供者となる方。 
 個人の場合…担保提供者となる方。（お借入れご本人が担保提供される場合は省略

できます。） 
※ただし、奈良県信用保証協会及び当庫双方に対して保証人になっていただく必要があ

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11．保証料 ・保証料はご融資限度額に保証期間および保証料率を乗じた額となり、ご融資限度額締

結日にお支払いいただきます。 
 保証料率は、お借入れ人により異なります。 

 
 
 

12．取扱手数料 ・ローンカード発行に際して作成手数料として、口座開設時に１,０８０円（消費税含）

をお支払いいただきます。 
 

13．金利情報の 
  入手方法 

・窓口へご照会ください。  

14．苦情処理措置・ 

  紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部（顧客サポート

管理統括部署）（９時～１７時、電話：０７４４－４２－９００１）にお

申し出ください。 
紛争解決措置 奈良弁護士会（電話：０７４２－２２－２０３５）、東京弁護士会（電話：

０３－３５８１－００３１）、奈良県消費生活センター（電話：０７４２

－２６－０９３１）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です

ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務部（顧客

サポート管理統括部署）または全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：

０３－３５１７－５８２５）にお申し出ください。 
なお、各弁護士会等に直接申し立てていただくことも可能です。 

 

15．その他の事項 ・事業者カードローンをご契約いただきますと、お借入れ専用の事業者カードローン口

座を開設のうえ、ローンカードならびにカードローン通帳を発行いたします。 
・２００万円を限度として共栄火災海上保険のカード盗難保険を付保します。 
 （保険料は当金庫にて負担します。） 
・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添え

ない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

 
 
 
 
 

 




